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諮問庁：日本司法支援センター 

諮問日：令和６年８月１５日（令和６年（独個）諮問第５０号） 

答申日：令和７年１１月１２日（令和７年度（独個）答申第２９号） 

事件名：本人に係る特定援助番号の事件に関する事件記録の不開示決定（不存

在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「特定援助番号事件に係る事件記録一式」に記録された保有個人情報

（以下「本件対象保有個人情報」という。）につき、これを保有していな

いとして不開示とした決定は、妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）７６条１項の規定

に基づく開示請求に対し、令和６年２月１３日付け司支総第１８４号によ

り日本司法支援センター（以下「センター」、「処分庁」又は「諮問庁」

という。）が行った不開示決定（以下「原処分」という。）について、そ

の取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は、審査請求書の記載によると、

おおむね以下のとおりである。 

  法７８条等違反 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

   センターは、以下の理由により、原処分を維持することが相当と考える。 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は、令和５年１１月１日付けで法７７条１項の規定に基づ

き、センターに対し、「特定援助番号事件に係る事件記録一式（援助事

件記録書類としての法人文書とは異なる分類として整理・保存される法

人文書を除く）」の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行い、

センターは同月６日付けでこれを受理した。 

（２）センターは、本件開示請求に対応する法人文書として、センター特定

地方事務所（以下「特定地方事務所」という。）が保有していた法人文

書（本件対象保有個人情報）を特定したが、当該文書は保存期間の満了

により廃棄済みであったため、令和６年２月１３日付けで不開示決定

（原処分）を行った。 
（３）これに対して、審査請求人は、令和６年５月１６日付けで、センター



 

 2 

に対し、原処分の取消しを求める審査請求（以下「本件審査請求」とい

う。）を行い、センターは同月１７日付けでこれを受理した。 
２ 本件審査請求に理由がないこと 

（１）本件対象保有個人情報について 

センターでは、公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６

号）１３条１項に基づき、日本司法支援センター文書管理規程（以下

「規程」という。）を制定し、センターにおける法人文書の管理につい

ての必要な事項を定めており、法人文書の保存期間については、規程に

基づき、文書管理の責任者である文書管理者が基準を定め、当該基準に

従い設定を行っている。 
そして、本件対象保有個人情報である「援助事件書類一式」は、保存

期間が「援助終結かつ償還及び受任者等返金予定残高消滅かつ関連事件

援助終結後１年。ただし職権免除・みなし消滅となった記録については

処理後５年。」、保存期間満了時の措置は原則「廃棄」と設定されてお

り、特定地方事務所で保存期間が満了した後の令和３年７月１日に廃棄

を実施している。 
（２）原処分の妥当性について 

審査請求人は、「法７８条等違反」を根拠に原処分の取消しを求める

が、上記のとおり、センターは、本件開示請求がなされた時点において

開示請求に係る保有個人情報を保有していなかったのであるから、審査

請求人の主張には理由がない。 
したがって、本件対象保有個人情報を不開示とした原処分における判

断は正当である。 
３ 結論 

以上のとおり、審査請求人の主張に理由はなく、センターは、原処分を

維持することが相当と考える。 
第４ 調査審議の経過 

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。 

① 令和６年８月１５日    諮問の受理 

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

③ 令和７年８月２８日    審議 

④ 同年１１月６日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は、本件対象保有個人情報の開示を求めるものであり、処

分庁は、これを保有していないとして不開示とする原処分を行った。 

審査請求人は、原処分の取消しを求めているが、諮問庁は、原処分を妥

当としていることから、以下、本件対象保有個人情報の保有の有無につい
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て検討する。 

２ 本件対象保有個人情報の保有の有無について 

当審査会は、令和５年度（独個）答申第６号（以下「先例答申」とい

う。）において、本件対象保有個人情報と同一の保有個人情報につき、こ

れを保有していないとして不開示とした決定（先例答申における原処分）

は妥当であるという判断を示しているところである。 

本件諮問に伴い諮問庁から提出された理由説明書（上記第３の２（１））

においても、先例答申同様に、本件対象保有個人情報である「援助事件書

類一式」は、保存期間を「援助終結かつ償還及び受任者等返金予定残高消

滅かつ関連事件援助終結後１年。ただし職権免除・みなし消滅となった記

録については処理後５年。」としており、特定地方事務所で保存期間が満

了した後の令和３年７月１日に廃棄を実施している旨説明されている。 

また、当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ、諮問庁は、

本件対象保有個人情報の廃棄に係る記録等については、先例答申において

当審査会の求めに応じ行った補足説明のとおりであり、以降の事情変更は

ない旨説明する。 

以上を踏まえ当審査会において改めて審議したところ、先例答申と判断

を異にすべき事情は認められず、これと同様の判断に至った。その判断理

由は別紙のとおりであり、その内容は先例答申と同一である。 

３ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから、本件対象保有個人情報につき、これを保有していない

として不開示とした決定については、センターにおいて本件対象保有個人

情報を保有しているとは認められず、妥当であると判断した。 

（第５部会） 

委員 藤谷俊之、委員 石川千晶、委員 磯部 哲 
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別紙（先例答申の「第５ 審査会の判断の理由」の該当部分） 

２ 本件対象保有個人情報の保有の有無について 

（１）本件対象保有個人情報について、諮問庁は理由説明書（上記第３の２

（１））において廃棄した旨説明する。当審査会において、諮問庁から当

該廃棄に係る廃棄簿の提示を受け確認したところ、当該廃棄簿には個々の

援助番号まで記載されておらず、２０１０年度の援助事件書類の一部を廃

棄した記録であることが分かるにすぎないことから、当該廃棄された書類

の中に、特定援助番号のものが含まれているとする諮問庁の説明を首肯す

るには至らない。 

（２）そこで、当審査会事務局職員をして、諮問庁に対し改めて確認させたと

ころ、諮問庁はおおむね以下のとおり説明する。 

ア 本件対象保有個人情報は、記載された援助番号を踏まえると、２０１

０年度の援助事件書類が該当するものと考えられる。当該書類の保存期

間は理由説明書（上記第３の２（１））のとおりであり、援助終結時期

等により保存期限が異なるものの、現在保有する２０１０年度の援助事

件書類一式に、特定援助番号のものは確認できず、当該援助番号の事件

書類について、別の用途で保存すべき事情も確認できない。 

イ なお、援助事件書類は、民事法律扶助業務の円滑な遂行という利用目

的の下に保有し、適切に廃棄しているものであって、援助番号自体が被

援助者に紐付く個人情報であることから、援助番号が明記された援助事

件書類以外の記録、例えば各援助事件の終結時期や事件書類の保存期間

満了時期等を示す一覧表等は保有していない。 

ウ 上記を踏まえると、本件対象保有個人情報は保存期間満了により廃棄

したものと考えるべきであり、保有していない。 

（３）当審査会において、諮問庁から標準文書保存期間基準表の提示を受け確

認したところ、援助事件書類の保存期間に係る上記諮問庁の説明と相違な

いものと認められ、本件対象保有個人情報を保有していないとする上記諮

問庁の説明が不合理であるとはいえず、これを覆すに足る事情も認められ

ない。 

したがって、センターにおいて、本件対象保有個人情報を保有している

とは認められない。 

 


